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 基本方針 1  学習成果を生かす循環型生涯学習の推進  

 

 市民が「生涯のいつでも、自由に学習機会を選択して学習することができ、その学習成

果が適切に評価される」ことが大切である。  

 これまでは、個人の学習について「何をどれだけ学習したか」よりも、「いつ、どこで学

習したか」を重視する傾向があった。  

そのため、個人の学習成果や知識・技能・経験などが適切に評価されていないことや、

学習することに対する喜びが奪われていることが生じていた。  

 学習することは、本来的に喜びであるから、市民にとっては学習成果が社会貢献に生か

され、認められることで自己の成長や資質向上につながり学習意欲が生まれる。  

 中央教育審議会の答申（平成 20（2008）年 2 月 19 日）では、「知の循環型社会 の構築」

を提言している。持続可能な社会では、市民一人一人が社会で責任を果たし、社会全体の

活力を持続させようとする「循環型社会」への転換が必要である。  

したがって、市民が自らのニーズに基づき、学習成果を社会貢献に生かし、社会全体の

持続的な教育力の向上に貢献する「循環型生涯学習」を推進することが求められる。  

 学習成果の活用は、職業生活や社会における多様な活動において行われる。  

教育力向上の観点からすれば、市民が学習成果を地域社会における多種多様な教育活動

に生かすことが期待される。たとえば、様々なボランティア活動である。  

 また、今後は特に、アクティブシニア に協力を求め、その力を生かす施策を検討し、

実施することが必要である。  

 

 

 基本方針 2  現代的課題を中心とした学習の重点化  

 

 現代的課題には、科学技術の高度化、情報化、少子高齢化、経済的な格差、非正規雇用

の増加、公的サービスの縮減、地域づくり、地方分権などがある。  

社会の変化や要請に市民一人一人が対応することができるようにするためには、市民の

ニーズに応じて学習を継続することができる教育環境を整備し、市民一人一人がこのよう

な社会を生き抜いていくための総合的な力量を身につけることを支援することが必要にな

っている。  
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 次代を担う子どもたちに対して必要な「生きる力」は、学校教育の理念となっている。  

しかしながら、これは学校教育のみではなく、実社会における多様な体験などと相まっ

て育まれ伸長していくものである。  

このため、子どもたちが学校内外で、その発達段階に応じて「生きる力」を育むことが

できるような環境づくりが求められる。  

 変化の激しい社会においては、市民が「自律・自立した一人の人間」として力強く生き

ていくための総合的な力量を身につけるために、生涯にわたって学習を継続できるように

することが必要である。  

そのためには、ライフステージ に合った学習課題を整理し、その効果的な支援が求め

られる。  

 「市民意識調査」によると、市民の学習活動は、個人の教養や健康に重点がある。  

しかしながら、現代的課題からするなら、教育行政としては、地域づくりや家庭教育、

国際社会や情報社会に対応した学習活動を重点にして展開していくことが求められる。  

 「個人の要望」と「社会の要請」に応じて、市民が必要とする力量を身につける学習機

会を提供し、市民の学習を円滑に行っていくことが必要である。  

 

 

 基本方針 3  学・社・民の融合 による人づくり、地域づくり  

 

 本市は、「新潟市教育ビジョン」を策定し、政令市新潟の教育の方向と在り方を明確にし

た。そのなかで「学・社・民の融合 による教育を進める」とうたっている。  

これは、人づくり、地域づくり、学校づくりのために、学校教育、社会教育のみならず、

家庭、地域住民、行政、企業、地域の諸団体が協働 することを通じて実現することがで

きる。  

 「市民意識調査」によると、市民の社会活動への参加経験は 57％、参加意向は 71％であ

る。「学校支援や青少年育成に関わる活動（セーフティ・スタッフ 、学校支援ボランティ

ア、ふれあいスクールボランティアなど）」に限定してみると、参加経験は 17％、参加意

向は 14％である。  

地域と学校パートナーシップ事業 や地域教育コーディネーター について、いまだに市

民に周知されていないという現状にある。市民意識、公民意識の啓発活動の事業が求めら
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れる。  

 また、生涯学習活動を中心となって行う市民の育成や活躍する人材の発掘、人と人との

連携づくり、ネットワークづくりなどの事業も必要である。  

 これらによって、政令市新潟が目指す市民の姿「生涯を通じて学び育つ、人間力あふれ

る新潟市民」が実現する一歩となる。  

 

 

 基本方針 4  地域づくりを担う生涯学習支援体制の充実  

 

 社会の変化に対応するために必要な学習や公共の観点から求められる学習については、

市民が必ずしも積極的に学習しようとしない場合や、学習しようと思っても学習機会が十

分にない場合が考えられる。  

そのような課題については、教育行政が積極的に学習機会を提供したり、市民の関心を

呼び起こすための啓発活動を行うことが重要である。  

 このため、公民館、図書館、生涯学習センターなどの社会教育施設や学校施設の果たす

役割は大きいものがある。  

 各地域における教育力向上の必要が高まるなか、社会教育や学校教育を実施する各生涯

学習施設の充実と相互の連携を図ることが求められる。  

 各生涯学習施設は、これまで施設固有の固定的な教育サービスを提供する取組が主なも

のであった。今後は地域づくりを担う役割を強化することが必要である。  

 公民館がこれまで実施してきた「地域学」は、学習成果においてよい評価を得ているの

で、今後はいっそう充実した優れた取組にしたい。  

 また、地域の諸団体への活動支援を実施することで、地域づくりに貢献するネットワー

クを築くために生涯学習施設の内実をきめ細やかなものにすることが期待される。  

 さらに、サービスや利用環境の公平性と受益者負担の観点から、公民館などの生涯学習

施設の有料化の実施についても検討することが必要である。  
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